
 

                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

東部教育事務所の基本方針 
 
１ 埼玉県教育振興基本計画を実現するため、埼玉県教育 

  行政重点施策を推進する 

２ 市町教育委員会、学校、関係諸団体等との連携を一層 

  強化していくことで、管内教育の振興・充実に努める 

３ 常に目的意識と具体的支援策をもった教育支援活動を 

  推進する 

～未来へつながる学びを支援～ 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

○不登校児童生徒に対する支援と未然防止に係る支援の充実 
○いじめ防止対策の推進  ○ＩＣＴを活用した教育の推進 〇道徳教育の充実 
○特別支援教育の充実  ○SDGs の実現に向けた教育の推進 
○学校安全・健康教育の推進  ○人権を尊重した教育の推進 
○各学校におけるカリキュラム・マネジメントの推進 
○幼児期教育と小学校等との円滑な接続  ○進路指導・キャリア教育の充実 
○「地域学校協働活動」の推進 

○教職員の不祥事根絶   

○教職員の働き方改革の推進 

○学校の活性化を図る人事事務の推進 

○学校管理運営の支援と教職員の適正な管理 

○公正・厳正な教員採用選考の実施 

○管理職候補者研修の充実 

○「東部地区学力向上総合プロジェクト」の充実 

○「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けた 

 授業改善の推進 

○埼玉県学力・学習状況調査（CBT）の適切な 

 実施及び分析と活用の促進 

○学力向上に係る研究校等への支援と成果の普 

 及・啓発 

◉教職員の資質・能力向上のための研修や学校運営の充実 

 のための訪問事業等による支援 

◉市町教育委員会・学校等を支援するための情報発信 

信頼される学校づくり 
学校へのサポートの充実 

確かな学力の育成 

元気な学校づくり 
学校・家庭・地域の連携 

埼玉県教職員 MOTTO（モットー） 


